
第1章　土地の表示に関する登記

血族相続人の順位は，第1順位として子，第2順位として直系尊属，第3順位

として兄弟姉妹であり（民法887条1項．889条1項），配偶者は，常に相続人と

なる（民法890条）。

本間では，配偶者である西川和子がいるので，まず，同人が相続人となること

に問題はない。子である西川七郎は，相続放棄しているので，相続人とはならな

い。相続の放棄があった場合の効果は，初めから相続人とならなかったものとみ

なされるため（民法939条），第2順位の直系尊属がいれば．その者が相続人とな

るところ，被相続人の父である西川一郎，その母である担削り弘子ともに既に死亡

している。よって，第2順位の相続人もいないことになるため，第3順位の兄弟

姉妹がいれば，これが相続人となる。匹川l四郎の兄弟姉妹として，父のみを同じ

くする西川二郎（いわゆる半血の兄弟姉妹である。），掛目三郎，掛目正郎がいる。

西川二郎は，生存しているので，相続人となる。西川三郎は相続開始前に死亡し

ており，その子西川六郎がいるので，この西川六郎が代襲して相続人となるべき

ところ（民法889条2項，887条2項），この巨削り六郎は，相続欠格事山に該当す

るので（民法891条），結局，相続人とはならない。なお，さらに，l刺lレⅠ（郎には，

子の西川九郎がいるが，兄弟姉妹の相続においては，再代襲が認められていない

ため，西川九郎は，相続人とはならない（民法889条2項では，887条2項のみを

準用しており，887条3項を準用していない。）。西川五郎は相続開始白眉こ死亡し

ているが，その子西川八郎がいるので，西川八郎が代襲して相続人となる。

以上を整理すると，ゼ削11四郎の相続人は，削り和子，西川二郎及び西川八郎の

3名ということになる。

3　単路線方式による多角測量計算（多角点TlOlの計算）

単路線方式とは，両端に既知点を有し，　　11

1路線で新点を結ぶ多角方式である。単

路線方式での方向角の取付は，GNS S

測量機を使用する場合を除き，既知点の

1点以上において行うものとされている

（「公共測量作業規程の準則」23条3項）。

本間では，下図のように出発点であるT

2において，Tlへの方向角の取付をし

ている。
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（1）方向角の計算

①　T2からTlに対する方向角

β＝tan】（5書芸三浣）＝ね。一冊768。1‥・）≒。023′3。〝

βは第1象限の角であるから（△Ⅹ・Ayの符号はともに＋），当該方向

角は，4023′30〝となる。

②T2からTlOlに対する方向角（観測方向角）

4023′30〝＋150021′32〝＝154045′2”

③　TlOlからT3に対する方向角（観測方向角）

154045′2〝＋116025′26”」800＝91010′28〝

（2）TlOl及びT3の仮座標

※ここでいう「佃標」とは，座標閉合差算H前の暫定の座標をいう。

④　TlOlの仮座標

X川・・＝13・73＋10・71×cos154045′2〝（－0．90446）

Y…＝川5＋10・71×sin154045′2〝（0．42656）

≒6．42m

②　T3の仮座標

X・－＝4・04＋23・”×cos91010′28〝ト0．02050）

Y・1＝6A2＋23・91×sin9lOIO′28〝（0．99979）

≒30．32m

（3）開合差の補正

（コンパス法）

コンパスの鋤とは・測角と測距が同精度で実施されたとき，距離（Si）

に比例して・聞合差を配布する方法であるoSiを測甑ESを測線長の絵

札Ⅹ座標の聞合差をux・Y座標の閉合差をuy，Ⅹ座標の補正量を∂Ⅹi，

Y座標の補正畳を∂yiとしたとき▼次式で計算される。

∂Ⅹi＝‾（∽Ⅹ）×…‡∂yi＝－（uy）×畏

①　uX，Uy，∑Sの計算

∽Ⅹ＝3・55－3・54＝＋0．01m

Uy＝30・32－30・35＝－0．03m
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∑S＝10．71＋23．91＝34．62m

∂Ⅹi＝－0・01×主語ニー0・00309・‥

∂yl＝＋0・03濃詰＝＋0・00928…

（彰　TlOlの座標値

ⅩⅠ、…＝4．04－0．00309…

≒4．04m

Y・．、1。1＝6．42＋0．00928…

≒6．43m

4　各筆界点の座標計算

（1）B点の座標値

TlOlの座標値（4．04，6．43）は，閉合差を調整した植であるので，B点を計

算する際に用いるTlOlからT2に対する方向角は，調整後の座標植を使用し

て再計算（平均計算）しなければならない。

（D TlOlからT2に対する方向角

β＝tan斗浣‡諾） ＝tanl（－0．472652…）≒－25017′52〝

βは第4象限の角であるから（△Xの符勘は＋，△yの符引ま－），当該∃

方向角は，α＝3600＋β＝3600－25017′52〝＝334042′8〝となる。

（a TlOlからB点に対する方向角

334042′8〝＋24044′42〝＝359026′50〝

（釘　B点の座標値

Ⅹ‖＝4．04＋6．22×cos359026′50〝（0．99995）

≒10．26m

YH＝6．43＋6．22×sin359026′50〝（－0．00965）

≒6．37m

（2）E点の座標値

E点は直線ADを4：5で内分する点であるから，下記の計算式にあてはめ

て計算することができる。
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〈内分点を求める計算式〉

X

第1章　＿上地の表示に関する登記

ⅩⅠ！＝甲×Ⅹ（＋nXX、
m＋　n

31．63×5＋32．26×4

4＋5

9．85×5＋31．00×4

4＋5

Y．i＝些一生！J nXYへ
m＋　n

＝31．91m

＝19．25m

（3）F点の座標値

F点は，直線BCの方程式と直線EFの方程式を立て，それらを連立方程式

として解くことによって（次の計算式を参照）．求めることができる。

〈直線の方程式の立て方〉

X

八／‖　崇隷Ⅹ－Ⅹ拙
Y Y＝一芸莞（Ⅹ－Xri）＋YH

※　2前線の交点の座標値は，2直線の方程式を立て，連立方程式として解くこ

とによって求まる。
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①　直線BCの方程式

Y＝姜莞（Ⅹ－XB）＋YR

28．98－6．37

7．03－10．26
（Ⅹ－10．26）＋6．37

Y＝－7（Ⅹ－10．26）＋6．37

Y＝－7Ⅹ＋78．19

②　直線EFの方程式

ある2直線が直交する場合に，一方の直線の傾きをm，もう一方の直線の

傾きをnとすれば，次式の関係が成り立つ。

mx n＝－1

直線EFは，直線BCに直交するから，

直線EFの傾き（n）は．

－7×n＝－1

n＝－1÷－7＝0．142857…

よって，直線EFの方程式は次のとおりである。

Y＝0．142857…（Ⅹ－31．91）＋19．25

Y＝0．142857…Ⅹ＋14．691428…

③　①，②の方程式からF点を計算すると，
－7Ⅹ＋78．19＝0．142857…Ⅹ＋14．691428…

－7．142857…Ⅹ＝－63．498571…

Ⅹ＝8．8898

Ⅹ≒8．89

このⅩの値を，直線BCの方程式に代入すれば，

Y＝－7×8．8898＋78．19

Y＝15．9614

Y≒15．96

よって，F点の座標値は，次のとおりである。

ⅩF＝8．89m

Y。＝15．96m

5　分筆後の土地の実測面積（地積）

本件土地の各部分について，座標法により実測面積を計算すると，下記のとお

りとなる。

－之犯－

（イ）5番1の土地
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点名 �Ⅹ �Y �ⅩⅠ一十，－Ⅹ．1＿】 �Yn（X。＋】－X，い．1） 

C �7．03 �28．98 �23．37 �677．2626 

D �32．26 �31．00 �24．88 �771．2800 

E �31．91 �19．25 �－23．37 �⊥449．8725 

F �8．89 �15．96 �－24．88 �－397．0848 

倍　面　積 �601．5853 

面　　　積 �300．79265 

300．79m2

1－Ⅹ日， �Y．，（Ⅹ． 

21．65 �－2 

22．74 �－1 

21．65 �3 

22．74 �4 

・這「積 �4 

積 �2 

212．58m2

画　5番2の土地

6　地積の更正の登記の申請の要否

分筆の登記を申請する場合において，分筆前の地積と分筆後の地積の差が分筆

前の地積を基準として，市街地地域については，国土調査法施行令別表第四に掲

げる精度区分甲2までであるときは，地積の更正の登記の申請を要しない（準則

72条1項，規則77条5項，10条4項1号）。

本件土地の場合，登記記録上の地積が512．66mZであり，市街地地域に属するの

で，地積の更正の登記を要しない許容範囲（誤差の限度）は，±2．21m2である。

分筆後の（イ）及び（ロ）の各土地の実測面積を合計すると513．3790m2となり，許容範

囲（510．45m2～514．87m2）を超えていないため，分筆の登記の前提として地積に

関する更正の登記を申請することを要しない。

7　登録免許税

所有権の登記がある土地の分筆の登記の申請にあっては，分筆後の土地1個に

つき，1，000円の登録免許税を納付しなければならない（登免税法別表第一・一・

－ZZ7－
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